訪問看護・介護予防訪問看護
　　　　重要事項説明書（介護保険）　　　　　　　　　[image: ]　　　　　　　　　
  あなた（利用者）に対するサービスの提供開始にあたり、兵庫県条例の規定に基づき、当事業者があなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。

１．事業者（法人）の概要
	事業者（法人）の名称
	合同会社ハートフル

	主たる事務所の所在地
	〒６６９-６８０１　兵庫県美方郡新温泉町井土６６５－１

	代表者（職名・氏名）
	代表社員 ・ 陣在恭子

	設立年月日
	平成２８年４月１５日

	電話番号
	０７９６-９２-２８８８



２．ご利用事業所の概要
	 ご利用事業所の名称
	訪問看護ハートステーション

	サービスの種類
	訪問看護・介護予防訪問看護

	事業所の所在地
	〒６６９-６８０１　兵庫県美方郡新温泉町井土６６５－１

	電話番号
	０７９６-９２-２８８８

	指定年月日・事業所番号
	平成２８年７月１５日指定
	２８６４７９００５６

	管理者の氏名
	代表　・　陣在恭子

	通常の事業の実施地域
	新温泉町　香美町　



３．事業の目的と運営の方針
	事業の目的
	要介護又は要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、居宅サービス又は介護予防サービスを提供することを目的とします。

	運営の方針
	事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。



４．提供するサービスの内容
訪問看護（又は介護予防訪問看護）は、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「訪問看護職員」といいます)が、ご自宅に訪問して療養上の世話や必要な診療の補助を行うことにより、利用者の療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を図る
サービスです。

♦病状の観察（血圧・脈・体温・全身状態）　　　　♦床ずれの予防や手当
♦医療器具の管理（胃や鼻に管が入っている。おしっこの管が入っている。酸素吸入等）
♦清拭・洗髪・入浴介助　　　　　　　　　　　　　♦ターミナルケア　点滴管理
♦食事や排泄の管理　　　　　　　　　　　　　　　♦リハビリテーション

５．営業日時
	営業日
	月曜日から金曜日まで
ただし、国民の祝日（振替休日を含む）
及び年末年始（12月29日から1月3日）を除きます。

	営業時間
	　午前９時から午後６時まで
　ただし、利用者の希望に応じて、サービスの提供については、
24時間対応可能な体制を整えるものとします。



６．事業所の職員体制
	従業者の職種
	勤務の形態・人数
	従業者の職種
	勤務の形態・人数

	看護師
	　常勤４人　非常勤１人　
	理学療法士
	　常勤３人　非常勤０人　

	准看護師
	　常勤０人　非常勤２人　
	作業療法士
	　常勤０人　非常勤２人　

	保健師
	　常勤０人　非常勤０人　
	言語聴覚士
	　常勤０人　非常勤０人　



７．サービス提供の担当者
　あなたへのサービス提供の担当職員(訪問看護職員)及びその管理責任者は下記のとおりです。
担当職員の交替を希望する場合は、できる限り対応しますので、管理者までご連絡ください。
サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。
	訪問職員の職種
	看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士

	管理責任者の氏名
	管理者　　陣在　恭子



８．利用料のお支払いについて
♦利用料については、別紙（指定訪問看護サービス利用料について）を参照してください。
♦料金のお支払いは、毎月10日頃に前月分の請求書を発行いたしますので、その月の月末までにお支払いください。お支払い後、領収書を発行いたします。
♦お支払い方法は、現金・銀行振込み・預金口座振替の３方法があります。
・預金口座振替の引落日は26日（金融機関休業日は翌営業日）に、ご指定口座より引落しとなります。口座振替にかかる手数料90円は実費負担となります。
・口座振替が出来なかった場合は、次回の請求に加算いたします。



９.キャンセル料
　利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。ただし体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。
	キャンセルの時期
	キャンセル料

	利用予定時刻が迫り訪問車移動途中
	利用者負担金の５０％の額＋諸経費

	利用予定時刻に既に到着
	利用者負担金の８０％の額＋諸経費


　（注）訪問時間により金額は変動します。ご利用保険（医療または介護）や訪問職種に関係なく一律とします。
　　　　30分未満訪問：50％＝1,020円　　　80％＝1,180円
　　　　60分未満訪問：50％＝1,970円　　　80％＝2,260円
　　　　諸経費とは職員の賃金や燃料代等となります。

１０．交通費料金
新温泉町外で往復30km以上・・・・200円

１１．その他の費用（保険適応外の料金）
	項　目
	内　　　容
	料　　金

	保険適応外
	病院受診付き添い・冠婚葬祭付き添い・お花見・旅行付き添い・その他ご相談に応じて。
	1時間 8,000円

	交通費
	上記交通費に準ずる実費
	上記の金額

	キャンセル料
	前日１７時までに連絡あった場合や緊急時
	無料

	
	連絡なくキャンセルの場合
	キャンセル料参照

	死後の処置料金
	訪問看護提供と連続して行われた死後の処置料
	10,000円



１２．緊急時における対応方法
サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに下記の主治医へ連絡を行い指示を求める等、必要な措置を講じます。
	利用者の主治医
	医療機関の名称
氏名
所在地
電話番号
	

	緊急連絡先
（家族等）
	氏名（利用者との続柄）
電話番号
	




１３．事故発生時の対応
　サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専
門員（又は地域包括支援センター）及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

１４．苦情相談窓口
（１）サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。
	事業所相談窓口
	電話番号　０７９６-９２-２８８８　
面接場所　当事業所の相談室



（２）サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。
	苦情受付機関
	新温泉町　健康福祉課
	電話番号  ０７９６-８２-５６２０

	
	兵庫県国民健康保険団体連合会
	電話番号  ０７８-３３２－５６８２



１５．サービスの利用にあたっての留意事項
　サービスのご利用にあたって、ご留意いただきたいことは、以下のとおりです。
（１）サービス提供の際、訪問看護職員は次の業務を行うことができませんので、あらかじめご了解ください。
　　　・各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い
（２）訪問看護職員に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。
（３）体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支援専門員（又は地域包括支援センター）又は当事業所の担当者へご連絡ください。

１６．個人情報の取扱いについて 
♦訪問看護ハートステーション（事業所）は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別されうるものをいう）の保護の重要性を認識し、当事業所が提供する医療・介護サービス実施に当たっては、個人の権利利益を侵害する事のないよう、個人情報の取扱いを適正に行うものとします。 
♦秘密の保持 
事業所は、医療・介護サービス提供により業務上知り得た個人情報を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しません。この契約が終了、又は解除された後においても同様とします。 
♦事業所従業者の遵守
　事業所は、事業所に従事している者に対して、在職中及び退職後においても業務上知り得た
個人情報を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人
情報保護に必要な事項を遵守させるものとします。 
♦収集の制限・内容の正確性の確保 
事業所は、医療・介護サービス提供を行うために個人情報を収集するときは、その利用目的
を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公正な方法で収集するととも
に正確かつ最新の内容に保つこととします。


♦利用の制限  
 　事業所は、個人情報を取扱うにあたっては、その利用目的を特定し書面により同意された
ものについてのみ利用します。また利用目的外に利用する場合には、個別で書面により同
意を得るものとします。 
♦利用目的 
個人情報の利用目的は、次のとおりです。 
（１）医療・介護関係事業者内部での利用目的
①事業所が利用者等に提供する医療・介護サービス 
②医療・介護保険事務
③医療・介護サービスの利用者に係る事業所等の管理業務のうち、入退所等の管理・会計・経理・事故等の報告・利用者の医療・介護サービスの向上 
（２）他の事業者等への情報提供
　　①事業所が利用者等に提供するサービスのうち、利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や医療機関・居宅介護支援事業所等との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 ・家族等への心身の状況説明 
　　②医療・介護保険事務のうち、審査支払機関へのレセプトの提出・審査支払機関又は保険者からの照会への回答・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 
（３）上記以外の利用
　　①医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
　　②医療機関・介護保険事業所等において行われる学生の実習への協力 
③行政機関・医療関係事業者・介護関係事業者間等の研修会、研究会等への発表の資料 
（４）法令上、医療・介護関係事業者が行うべき義務として
①サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等
②医療機関・居宅介護支援事業者等との連携 
③利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知
④利用者に病状の急変が生じた場合等の主治医への連絡等 
（５）行政機関等の報告徴収、立入検査等に応じることが間接的に義務づけられているもの 
①市町村による文書等提出の要求への対応 
②厚生労働大臣又は都道府県知事による報告命令、帳簿書類等の提示命令等への対応
③都道府県知事による立ち入り検査等への対応
④市町村が行う利用者からの苦情に関する調査への協力等 
⑤事故発生時の市町村への連絡 
♦利用同意の取り消し   
個人情報を取得する時点で、本人の同意がなされたもののうち、その一部について同意を取り消す旨の申し出があった場合は、その後の個人情報の取扱いについては、本人の同意が取り消されなかった範囲に限定して取扱うものとします。
♦保有個人データの開示
 事業所が保有する個人データについて、本人から開示等の求めがあった場合には、担当者の意見を聴いたうえで、速やかに開示等をするか否かを決定します。なお、開示等をしない場合は、その理由を文書で通知します。
♦苦情処理体制 
個人情報利用の取扱いに関して苦情・疑問・開示を希望される場合には、上記の苦情受付 担当者にお申し出ください。


１７．自然災害発生時等における対応について 
　サービスのご利用にあたって、ご留意いただきたいことは、以下のとおりです。
　
（１）社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、乙の義務の履行が難しい場合は、日程、時間の調整をさせて頂く場合がある。
（２）社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、乙の義務の履行が遅延、もしくは、不能になった場合、それによる損害賠償責任を乙は負わないものとする。




令和  　 年     月     日　　　時　　　分　　　場所（　　　　　　　　　　　　　　）

事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項説明を行いました。
事　業　者　　所在地　兵庫県美方郡新温泉町井土６６５－１
事業者（法人）名　合同会社ハートフル
代表者職・氏名　　陣在　恭子　　　　　印
説明者職・氏名　　　　　　　　　　　　印

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け同意しました。
また、個人情報を上記目的に利用する事に同意致します。

　　　　　　  利　用　者　　住　所
氏　名　　　　　　　　      　　　　　印
署名代行者（又は法定代理人）
住　所
本人との続柄
氏　名　　　　　　　　　 　　　　 　　印
　　　　　　  立　会　人　　住　所
氏　名　　　　　　　　      　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　２０２３．４月改定

訪問看護・介護予防訪問看護
　　　　重要事項説明書（医療保険）　　　　　　　　　[image: ]　　　　　　　　　
  あなた（利用者）に対するサービスの提供開始にあたり、兵庫県条例の規定に基づき、当事業者があなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。

１．事業者（法人）の概要
	事業者（法人）の名称
	合同会社ハートフル

	主たる事務所の所在地
	〒６６９-６８０１　兵庫県美方郡新温泉町井土６６５－１

	代表者（職名・氏名）
	代表社員　・　陣在恭子

	設立年月日
	平成２８年４月１５日

	電話番号
	０７９６-９２-２８８８



２．ご利用事業所の概要
	 ご利用事業所の名称
	訪問看護ハートステーション

	サービスの種類
	訪問看護・介護予防訪問看護

	事業所の所在地
	〒６６９-６８０１　兵庫県美方郡新温泉町井土６６５－１

	電話番号
	０７９６-９２-２８８８

	指定年月日・事業所番号
	平成２８年７月１５日指定
	２８６４７９００５６

	管理者の氏名
	代表　・　陣在恭子

	通常の事業の実施地域
	新温泉町　香美町



３．事業の目的と運営の方針
	事業の目的
	可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるようサービスを提供することを目的とします。

	運営の方針
	事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の状態軽減や悪化の防止に努め、適切なサービスの提供に努めます。



４．提供するサービスの内容
訪問看護（又は介護予防訪問看護）は、病状が安定期にある利用者について、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「訪問看護職員」といいます)が
そのお宅を訪問して療養上の世話や必要な診療の補助を行うことにより、利用者の療養生活を
支援し、心身の機能の維持回復を図るサービスです。
♦病状の観察（血圧・脈・体温・全身状態）　　　　♦床ずれの予防や手当
♦医療器具の管理（胃や鼻に管が入っている。おしっこの管が入っている。酸素吸入等）
♦清拭・洗髪・入浴介助　　　　　　　　　　　　　♦点滴管理
♦食事や排泄の管理　　　　　　　　　　　　　　　♦リハビリテーション

５．営業日時
	営業日
	月曜日から金曜日まで
ただし、国民の祝日（振替休日を含む）
及び年末年始（12月29日から1月3日）を除きます。

	営業時間
	　午前９時から午後６時まで
　ただし、利用者の希望に応じて、サービスの提供については、
24時間対応可能な体制を整えるものとします。



６．事業所の職員体制
	従業者の職種
	勤務の形態・人数
	従業者の職種
	勤務の形態・人数

	看護師
	　常勤４人　非常勤１人　
	理学療法士
	　常勤３人　非常勤０人　

	准看護師
	　常勤０人　非常勤２人　
	作業療法士
	　常勤０人　非常勤２人　

	保健師
	　常勤０人　非常勤０人　
	言語聴覚士
	　常勤０人　非常勤０人　



７．サービス提供の担当者
　あなたへのサービス提供の担当職員(訪問看護職員)及びその管理責任者は下記のとおりです。
担当職員の交替を希望する場合は、できる限り対応しますので、管理者までご連絡ください。
　サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。
	訪問職員の職種
	資格：看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士

	管理責任者の氏名
	管理者　　陣在　恭子



８．利用料のお支払いについて
♦利用料については、別紙（指定訪問看護サービス利用料について）を参照してください。
♦料金のお支払いは、毎月10日頃に前月分の請求書を発行いたしますので、その月の末日までにお支払いください。お支払い後、領収書を発行いたします。
♦お支払い方法は、現金・銀行振込み・預金口座振替の３方法があります。
・預金口座振替の引落日は26日（金融機関休業日は翌営業日）に、ご指定口座より引落しとなります。口座振替にかかる手数料90円は実費負担となります。
　・口座振替が出来なかった場合は、次回の請求に加算いたします。

９．キャンセル料
　利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料を
いただきます。ただし体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。
	キャンセルの時期
	キャンセル料

	利用予定時刻が迫り訪問車移動途中
	利用者負担金の５０％の額＋諸経費

	利用予定時刻に既に到着
	利用者負担金の８０％の額＋諸経費


　（注）訪問時間により金額は変動します。ご利用保険（医療または介護）や訪問職種に関係なく一律とします。
　　　　30分未満訪問：50％＝1,020円　　　80％＝1,180円
　　　　60分未満訪問：50％＝1,970円　　　80％＝2,260円
　　　　諸経費とは職員の賃金や燃料代等となります。

１０．交通費料金
往復10㎞未満　　　　 ・・・・２００円
往復10㎞以上20㎞以内・・・・３００円
往復20㎞以上30㎞以内・・・・４００円
往復30㎞以上　　　　 ・・・・５００円

１１．その他の費用（保険適応外の料金）
	項　目
	内　　容
	料　　金

	保険適応外
	病院受診付き添い・冠婚葬祭付き添い・お花見・旅行付き添い・その他ご相談に応じて。
	1時間 8,000円

	交通費
	上記交通費に準ずる実費
	上記の金額

	キャンセル料
	前日１７時までに連絡あった場合や緊急時
	無料

	
	連絡なくキャンセルの場合
	キャンセル料参照

	死後の処置料金
	訪問看護提供と連続して行われた死後の処置料
	10,000円



１２.緊急時における対応方法
サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに下記の主治医へ連絡を行い指示を求める等、必要な措置を講じます。
	利用者の主治医
	医療機関の名称
氏名
所在地
電話番号
	

	緊急連絡先
（家族等）
	氏名（利用者との続柄）
電話番号
	


１３．事故発生時の対応
　サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員（又は地域包括支援センター）及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

１４.相談窓口
（１）サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。
	事業所相談窓口
	電話番号　０７９６-９２-２８８８
面接場所　当事業所の相談室


（２）サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。
	苦情受付機関
	新温泉町　健康福祉課
	電話番号  ０７９６-８２-５６２０

	
	兵庫県国民健康保険団体連合会
	電話番号  ０７８-３３２－５６８２



１５.サービスの利用にあたっての留意事項
　サービスのご利用にあたって、ご留意いただきたいことは、以下のとおりです。
（１）サービス提供の際、訪問看護職員は次の業務を行うことができませんので、あらかじめご了解ください。
　　　・各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い
（２）訪問看護職員に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。
（３）体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支援専門員（又は地域包括支援センター）又は当事業所の担当者へご連絡ください。

１６．個人情報の取扱いについて 
♦訪問看護ハートステーション（事業所）は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別されうるものをいう）の保護の重要性を認識し、当事業所が提供する医療・介護サービス実施に当たっては、個人の権利利益を侵害する事のないよう、個人情報の取扱いを適正に行うものとします。 
♦秘密の保持 
事業所は、医療・介護サービス提供により業務上知り得た個人情報を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しません。この契約が終了、又は解除された後においても同様とします。 
♦事業所従業者の遵守
　事業所は、事業所に従事している者に対して、在職中及び退職後においても業務上知り得た
個人情報を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人
情報保護に必要な事項を遵守させるものとします。 
♦収集の制限・内容の正確性の確保 
事業所は、医療・介護サービス提供を行うために個人情報を収集するときは、その利用目的
を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公正な方法で収集するととも
に正確かつ最新の内容に保つこととします。
♦利用の制限  
 　事業所は、個人情報を取扱うにあたっては、その利用目的を特定し書面により同意された
ものについてのみ利用します。また利用目的外に利用する場合には、個別で書面により同
意を得るものとします。 
♦利用目的 
個人情報の利用目的は、次のとおりです。 
（１）医療・介護関係事業者内部での利用目的
①事業所が利用者等に提供する医療・介護サービス 
②医療・介護保険事務
③医療・介護サービスの利用者に係る事業所等の管理業務のうち、入退所等の管理・会計
・経理 ・事故等の報告 ・利用者の医療・介護サービスの向上 
（２）他の事業者等への情報提供
　　①事業所が利用者等に提供するサービスのうち、利用者に居宅サービスを提供する他の居
宅サービス事業者や医療機関・居宅介護支援 事業所等との連携（サービス担当者会議
等）、照会への回答 ・家族等への心身の状況説明 
②医療・介護保険事務のうち、審査支払機関へのレセプトの提出・審査支払機関又は保険
者からの照会への回答・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 
（３）上記以外の利用 
①医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
②医療機関・介護保険事業所等において行われる学生の実習への協力 
③行政機関・医療関係事業者・介護関係事業者間等の研修会、研究会等への発表の資料 
（４）法令上、医療・介護関係事業者が行うべき義務として 
①サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等
②医療機関・居宅介護支援事業者等との連携 
③利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知
④利用者に病状の急変が生じた場合等の主治医への連絡等 
（５）行政機関等の報告徴収、立入検査等に応じることが間接的に義務づけられているもの 
①市町村による文書等提出の要求への対応 
②厚生労働大臣又は都道府県知事による報告命令、帳簿書類等の提示命令等への対応
③都道府県知事による立ち入り検査等への対応
④市町村が行う利用者からの苦情に関する調査への協力等 
⑤事故発生時の市町村への連絡  
♦利用同意の取り消し   
個人情報を取得する時点で、本人の同意がなされたもののうち、その一部について同意を取り消す旨の申し出があった場合は、その後の個人情報の取扱いについては、本人の同意が取り消されなかった範囲に限定して取扱うものとします。    
♦保有個人データの開示 
事業所が保有する個人データについて、本人から開示等の求めがあった場合には、担当者の意見を聴いたうえで、速やかに開示等をするか否かを決定します。なお、開示等をしない場合は、その理由を文書で通知します。
♦苦情処理体制 
個人情報利用の取扱いに関して苦情・疑問・開示を希望される場合には、上記の苦情受付 担当者にお申し出ください。

１７．自然災害発生時等における対応について 
　サービスのご利用にあたって、ご留意いただきたいことは、以下のとおりです。
　（１）社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、乙の義務の履行が難しい場合は、日程、時間の調整をさせて頂く場合がある。
（２）社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、乙の義務の履行が遅延、もしくは、不能になった場合、それによる損害賠償責任を乙は負わないものとする。



令和  　 年     月     日　　　時　　　分　　　場所（　　　　　　　　　　　　　　）

事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項説明を行いました。
事　業　者　　所在地　兵庫県美方郡新温泉町井土６６５－１
事業者（法人）名　合同会社ハートフル
代表者職・氏名　　陣在　恭子　　　　　印
説明者職・氏名　　　　　　　　　　　　印

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け同意しました。
また、個人情報を上記目的に利用する事に同意致します。

　　　　　　  利　用　者　　住　所
氏　名　　　　　　　　      　　　　　印
署名代行者（又は法定代理人）
住　所
本人との続柄
氏　名　　　　　　　　　 　　　　 　　印
　　　　　　  立　会　人　　住　所
氏　名　　　　　　　　      　　　　　印



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０２３．４月改定
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